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Ⅰ　緒　言

2011年3月11に発生した東日本大震災に伴う大津波
の被災地においては，海岸保全施設の設計方針と復旧，
地域の津波防災計画の策定が急務となっている。今後の
海岸保全施設の復旧・設計方針については，津波災害の
実態を踏まえて土木学会より提示されている（今村ら，
2012）。ここでは，すべての人命を守ることを前提とし
た上で，数十年～百数十年に一回の頻度で発生すると考
えられる津波防護レベル（L1），津波防護レベルをはる
かに上回り，構造物対策の適用限界を超過する津波減災
レベル（L2）の二つの津波レベルを設定している。L1
津波では堤内地の浸水を防止するように計画・設計され，
L2津波では堤内地の浸水を許容するが，破壊・倒壊を
しにくく，被害が拡大しないように計画・設計される。

これまで海岸保全施設の設計においては越流を許容し
た計画ではなかったために，堤内地浸水後の農地・水利
施設の外力評価，経済的損失の軽減や二次災害の防止，
早期復旧など，L1津波対策にない防護目標に関しては，
今回の津波災害の実態を踏まえた検討が今後は必要であ
る。

よって本報告では，東日本大震災津波による農業地域
の被害状況，復旧復興状況の現時点における調査結果等
を踏まえて，今後発生が想定されるL2津波に対する減
災のために，農業地域の事前の調査・点検事項および事
後の対策項目について，その内容と留意点を速報として
整理した。そして今後各地域で検討される具体的な点検・
調査手法の基礎資料とすることを目的とした。

Ⅱ　東日本大震災津波の復旧状況

東日本大震災にともなう大津波から1年以上経過した
現在においても，被災地では復旧・復興への取り組みが
継続しており，平成24年3月11日現在で農地の復旧面
積割合は32.9％にとどまっている（農林水産省，2012）。
2004年インド洋津波は過去最大規模の被害を出したが，
一年後には復旧をほぼ復旧を達成していた（中矢ら，
2006）。このことは，今回の災害が社会基盤の整備が進

んだ地域での前例にない被災状況であったことを示して
いる。

甚大な被害を受けた仙台平野南部の事例を見ると，直
線的に平坦な地形が続く海岸線に多数配置された，洪水
時および常時の排水機場のほとんどが壊滅的に被災し，
湛水被害が継続した（丹治ら，2012a）。津波による浸
水深は名取市沿岸部で4～6m，亘理町・山元町沿岸部
は6～12m，浸水距離は名取市は5km，亘理・山元町で
4kmにまで及び（東北地方太平洋沖地震津波合同調査グ
ループ，2012），家屋倒壊や瓦礫，車の散乱や人的被害
など甚大な被害を受けた。この地区の津波被災農地面積
合計は5,147haであり被災前農地の80％の農地の被害を
生じた。被災から1年経過後における農地復旧面積割合
は38％であり，排水施設の復旧の遅れによる排水環境
の不備により十分な除塩効果が得られない報告や（千葉
ら，2012），排水流域全域で平均すると40cm程度の地盤
沈下が生じたこと，地下水環境の流動停滞により地下水
塩分濃度が震災以降上昇したままであることや（森ら，
2012），海水浸透により排水路が塩水化している傾向に
あることも報告されている（中矢ら，2013）。

Ⅲ　調査・点検個所の概要

Ⅱで示した大規模な地盤沈下や排水施設の被災による
長期間の湛水や海水浸透，塩害の長期化などは，これま
で経験したことのない被害内容であり，被災地および津
波危険地域でのL2津波対策においては優先的に調査・
点検を行う必要がある。よって，本報告においては農業
地域全体の調査・点検項目として全体の網羅には不十分
であるが，現時点での被災地の復旧事例，被災事例を中
心に点検・調査における留意点としてまとめる。 

Table 1に調査・点検個所の枠組みを示す。点検対象は，
Fig.1に示すような沿岸域農業地域における，広域防災，
排水機場，農地の大きく3項目に分けた。 L2津波の発
生の可能性は，数十年～百年以上という長期間の対策で
あるため，災害に対する備えや危機感が時期とともに薄
れる傾向にある。よって津波が発生した場合の想定を常
に考えるために，点検内容を事前点検と被災時の事後点
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検の二つを考慮する案とした。 常時点検は被災時の備
えのための点検であり，被災時の事後の点検は迅速な復
旧，二次災害防止対策としての点検に焦点をあてている。
また，農地の塩害の長期化と排水施設系の被害の関係は，
その復旧と密接にかかわりあっていることが被災事例で
明らかになっているために，農地排水と広域排水との関
連を考慮しながら点検を行う。農地においては，生活基
盤としての農業の迅速の復旧は，経済性を含めた地域全
体の復興につながるため，津波浸水後の迅速な復旧を目
的として点検を行う。

以下に各項目における具体的な調査・点検上の留意点
を記す。

Ⅳ　調査・点検上の留意点

１　広域防災機能の調査・点検上の留意点
ａ　海岸保全施設
被災した海岸堤防等の復旧に関しては，海岸における

津波対策検討委員会（2011）より基本的な考え方が示さ
れている。また，設計対象の津波高を超えた場合でも施
設の効果が発揮できる「粘り強い構造」が提案されてい
る。その基本的な考え方は，①設計対象の津波高を超え，
海岸堤防の天端を越流した場合であっても，施設が破壊，
倒壊するまでの時間を少しでも長くする，②施設が完全
に流失した状態である全壊に至る可能性を少しでも減ら
す，といった減災効果を目指した構造上の工夫を施すこ
と，としている。

津波越流による堤防破壊メカニズムは，大きく以下の
三つのパターンに分けられている（渡邊ら，2012）。
①緩傾斜護岸の堤防背後が津波の越流によって洗掘され
乗っていたコンクリートが流出すること，
②直立堤防を越流した津波により地盤が洗掘され安定性
を失い倒れるもの，
③これらの組み合わさった場合
実際に仙台湾南部海岸では堤防復旧イメージが記され
ており，地震前の堤防断面から，断面を拡大し裏法尻
保護，裏法被覆強化，堤防天端強化を行い天端標高を
TP6.2mからTP7.2mにする提案がなされている（佐藤ら，
2012）。これらの検討は海岸堤防の復旧が速やかに進む
ために必要な内容をとりまとめたものであり，粘り強い
海岸堤防の構造については，以下の点等について検討を
要する。①堤防断面の拡大による十分な締固め方法，②
堤体盛土自体の耐力強化，③堤体内の残留空気等による
揚圧力対策，などである。 なお，粘り強い堤防の構造
の検討については，国総研により引き続き検討されてお
り，逐次検討結果の速報が行われている（国土交通省，
2012）。

既存の海岸堤防等については，これまでも一定の機能
を発揮してきたことも考慮すべきである。具体的な防護
効果として，釜石における津波被災の例では，流速が5
割減，津波高が4割減，防潮堤を超える時間は6分遅延
したとされている。一方で10m以上の津波堤防の決壊は
甚大な人的被害をまねく結果にもなっているため，海岸
堤防は万能ではなく，津波は堤防を越流しうるという前
提にたちその効果を事前より把握することで，警報シス
テムや避難方法とあわせる防災計画にする必要がある。

ｂ　減災農地
海岸保全施設により津波の侵入を完全に阻止しようと

するには，広範囲にわたり10mを超す堤防をつくること
になり，時間的，財政的にも現実的ではない。よって盛
土構造の活用，地域計画，土地利用規制等による多重的
な防護機能を備えた減災対策を講じるべきことが提唱さ
れている（今村ら，2012）。津波対策を費用対便益の面

Fig.1　沿岸部農業地域の津波に対する点検個所
The key items for inspection in a coastal agricultural area for 
preparing countermeasures against tsunami

Table 1　主要な点検個所の基本的な枠組み
A framework of items for investigation

点検対象
点検項目

事前点検 事後点検

広域防災

海岸保全施設
減災農地の効果
避難計画
警報システム
過去津波情報整理

警報システム
避難経路確保
安全確保
海岸保全施設
被災状況把握

排水
施設
系

排水機場

機場の耐水化，電
源の確保，吐水槽
の配置，非常時開
口部の確保

電源状況，排水機
能状況，必要排水
量，瓦礫流入状況，
破損個所

ゲート
・樋門

自然排水機能の確
保，瓦礫除去口確
保

瓦礫状況，破損状
況，作動状況，排
水機能

排水路 自然排水機能の確
保，浸食防止工

瓦礫状況，破損状
況，排水機能

農地

除塩計画
小排水路，暗渠の
排水機能
塩水侵入状況

塩害実態
除塩水確保
小排水路・暗渠の
排水機能
塩水侵入状況
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から分析した場合に，津波の被害を防止する防災対策は
不可能であることも丹治（2012b）によって示されている。 

農業地域における多重的防護として，粘り強い防潮堤
に加え，堤防背後の農地を棚田のように段差を設けた圃
区として整備し，堤防を越流する津波を減勢する減災農
地という考え方が農村工学研究所より提案されている

（毛利・丹治，2012）。さらに，農地の侵食や崩壊の防止
や，津波の湛水の排除と日常時の汎用農地化のための排
水施設，除塩に必要な灌漑施設を高い位置に設置するな
どの整備も可能である。このように，減災農地は津波減
勢のみならず，津波遡上，塩害分布，排水，土地利用を
含んだ広域の防災対策を考慮することで，農地・水利施
設被災後の早期復旧と二次災害防止効果，日常時の生産
性向上も期待することができる。よって減災農地を事業
として成立させるために必要な条件として丹治（2012b）
によって提示されている，①農地の生産性が向上する，
②農地の利用で地域の防災機能が向上する，ことを満た
すことが期待できる。減災農地は地域の特性に応じて
様々な計画案に適用できる。Fig.2に，海岸林，潮遊池
を津波緩衝帯として設置し，減勢効果や，被災後の海岸
浸透による農地の二次災害を防除する機能を付加した減
災農地の例を示す。堤防裏の排水路や潮遊池，湿地は水
流と混合することで乱流抵抗となり減勢効果が期待で
きる。また海岸林を用いた減災対策（松冨ら（2005），
Kobayashi（2005））は，食用や燃料とすることで生活基
盤の復旧にもなり，インド洋津波後の復旧復興対策とし
て多くの国で採用された。

ｃ　津波減勢効果の調査手法
L2津波発生時における津波波力，浸水深，遡上高を

迅速に点検するためには，流体の基礎方程式であるナビ
エ・ストークス方程式を数値的に解く VOF法を用いた
断面二次元解析が実用的である。Fig.3にダム破壊法に
より段波を発生させ津波を模擬した場合の，減災農地に
おける津波の越流状況の解析結果を示す。 本手法は地
形変化や海岸林等の障害物を表計算ソフトで簡易に設定
でき，入力値も三次元計算や平面二次元計算に比較し少
ない利点がある。

一般に公開されている解析手法としては，海岸保
全施設の耐波設計などに使用される数値波動水路

（CADMAS-SURF）がある。段波以外でも造波板位置制
御法などにより津波を模擬することが可能で，かつ少な
い入力項目で簡易に津波の減勢効果の概要を点検でき，
同センターのWEBサイトにてプログラムが公開されて
いる（沿岸開発技術研究センター，2001）。 

平面的な津波浸水域の分布を把握したい場合は，平面
二次元解析を行い，さらに破堤メカニズムなど詳細を把
握したい場合は三次元解析を実施する。

ｄ　避難計画
避難計画は，東日本大震災の教訓を生かしL2津波を

基本とした避難計画を作成する。沿岸部農業地域は干拓
地を含めて平地部に開かれている箇所が多いため，通常
避難場所として選定されうる高台になる場所が非常に少
ない。また高齢者も多いため，近距離に避難場所がある
ことが重要である。そこで津波避難タワーを建造するこ
とが考えられる（Fig.4）。現在コストの問題から導入が

 

Fig.2　排水対策，海岸林，土地利用を考慮した減災農地の例
An example of tsunami mitigation for farmland by providing drainage measures , coastal forest, and land use

Fig.3  潮遊池・海岸林によるL2津波の減勢効果の数値計算結
果（DX=1m，DY=0.75m，dt=0.001，津波波高10m）

Results of numerical computation of tsunami energy dissipation by 
seawall , drainage ditches and coastal forest 
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ためらわれるケースが多いが，津波避難タワーを集会所
や，駐車場などとして日常においても多用途に使用する
ことで，生活基盤と一体となり，費用対便益の面で有効
性が生じることがある。日常から使用することは防災意
識を高めることにもつながり，不測の事態での迅速な対
応が期待できる。こうした地域性を具体的に反映した実
用性の高いハザードマップの構築も避難の計画に利用す
る。

ｅ　警報システム
大津波に対して人的被害を最小限に抑えるには，警報

や情報を待たずに避難するように住民に防災教育，防災
訓練をおこなうことが最も重要である。しかし，近年の
情報端末の幅広い層への利用状況や，地震波観測，津波
観測技術の高精度から積極的に警報システムを利用する
ことで防災効果を高めることが期待できる。GPS波浪計
による計測方法は，今回の大津波において来襲時の欠測
や破損の例があるため，水圧式波高計など壊れにくい観
測設備の開発が必要である。

津波警報システムは安価かつ既整備の防災無線を活用
した簡易なものから導入し，高機能化してゆくことが必
要であり，長期間のメンテナンスコストや管理体制を確
立しておくことを点検しておく必要がある。津波警報の
課題と対策については尾崎ら（2012）によってまとめら
れている。 

３　排水系施設の調査・点検上の留意点
ａ　排水機場
排水機場は被災後の早期復旧の面から重要な点検事項

である。多くの海岸沿いの排水機場が大破に近い被害を
出したことから，機場建屋の耐波性を再度優先的に点検
する必要がある。津波波力に関しては現在評価方法が検
討されており，大別して静水圧型と抗力型が用いられる。
ハザードマップから簡単に算定できる方法は飯塚，松冨
ら（1994）の次式で求められる。

F C hBUD=
1
2

2

ρ  （1）

ここでF：津波波力（N），Cd：抵抗係数（=1），ρ：流
体密度（kg/m3），h：水深（m），B：建物の幅（m），U：
流速（m/s）である。

静水圧型の式としては次式が用いられる。（朝倉ら，
2000））

F gBh= 4 5
2

. ρ  （2）

ここで，g：重力加速度（m/s2）である。なお，建物
の破壊基準としては松冨らによると，家屋の造り別の大
破に至る浸水深，流速と抗力は，鉄筋コンクリート造
で7m以上，9.2m/s以上，332-603kN/m以上，コンクリー
ト・ブロック造で7m，9.2m/s，332-603kN/m，木造で
2m,4.9m/s，27.4-49.0kN/m，となっている。東日本大震
災では10m/s以上の最大流速で鉄筋コンクリート造の建
屋も破損しているため，本基準の正しさが検証されてい
る。

吐水槽の配置は，排水機場の耐波化に寄与する点検項
目であり，Fig.5のように，建屋の前に吐水槽がない場
合は建屋は大破し地域の排水機能の復旧が大きく遅れる
ことになる。しかし建屋の前に吐水槽があることで，大
幅に津波を減勢することが可能になり，現地でも建屋の
破壊を免れた機場のほとんどが海側に吐水槽が配置され
ていた。しかし既設の吐水槽の移動は簡単ではないため，
機場前面に大型土嚢を用いた簡易な耐波化など実現性の
高い対策を行う。

機場の耐水化は，配電盤を高所に移動する方法と，電
気系統への覆による防水化があげられる。防水被覆に関
しては運転時に異常高温等への配慮も必要になる。

電源の確保は，万が一機場の排水機能が失われた時で
も，移動型ポンプを起動する際に大きな役割を担う。系
統電源に依存しない，自家発電機等の設置が望ましい。

非常時開口部の確保は，被災した排水機場の修理に必
要な機能として点検する必要がある。

ｂ　ゲート・樋門
津波来襲時の閉門機能と被災後の開門操作による自然

排水機能の確保は必須となるが，人力操作では，暴風雨
等悪条件の中での操作を強いられる場合や，急激な水位

Fig.4　 農業地域における津波避難タワーの例
A tsunami refuge tower in an agricultural area

Fig.5　排水機場の津波による被災状況
Damage to a drainage pump station caused by the tsunami 
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上昇時の対応が間に合わないことがある。東日本大震災
時においては，ゲート操作で多くの犠牲者が発生した。
よって開閉操作には素材の軽量化，遠隔監視制御機能な
ど操作性の改善が必要である。海岸における津波対策検
討委員会（2011）においても，水門や陸閘などの遠隔操
作化の必要性が提示されている。 

ゲートの構造的な点検項目に関しては，国土交通省
（2008）より点検マニュアルが提示されている。

ｃ　ゲート・樋門の監視手法
遠隔監視装置の設置が望まれるゲートの例をFig.6に

示す。遠隔監視制御は，通常大型の排水施設のみ導入の
対象とされるが，小規模のゲートであっても日常排水管
理で活用することで，運用性が高まり，不測の事態にお
いても適応性が高まることが期待できる。近年はPLC・
SCADAにより小規模に運用可能な遠隔監視制御が可能
になっている（Tom and Gill，2010）。SCADA （Supervisory 
Control And Data Acquisition）とは遠隔によるデータ収集・
モニタリング・施設制御をパソコンレベルで可能とする
オペレーション，インターフェイスであり，PLCとは入
出力部を介して各種装置を制御しSCADAに接続する，
プログラマブルな命令を記憶するためのメモリを内蔵し
た電子装置である。PLCは複雑な配線を簡略化でき，リ
レー盤に比べ格段に小型化が可能であるため，小規模で
の遠隔監視制御も可能である。また構成機器やプログラ
ム言語は標準化されているため，汎用性のあるシステム
構築が可能である。ゲートを対象としたPLC・SCADA
システムの基本的なシステム例をFig.7に示す。図のよ
うにシンプルかつ汎用性のあるシステムとなるため増設
や移設も容易であり，通信手段も携帯通話網から，デジ
タル簡易無線，防災無線など通信距離や用途に応じて選
択が可能になる。

ｄ　排水路
津波湛水後の自然排水を行う上で重要な施設である。

沿岸域の排水路は土水路が多いことから，コンクリート
マットや布製型枠により浸食防止工法を施し，排水路の
瓦礫除去においても車両進入に際しての軟弱地盤の保護
になるため復旧作業性の面で有用である。

３　農地の点検・調査上の留意点
スマトラ沖地震津波による農地塩害の事例において

は，被災直後は大きな塩害が広域にわたり生じたものの，
1000mm程度の降雨により1年後には営農ができるまで
に回復している（中矢ら，2006）。我が国においても被
災から1年経過後1000mm以上の降雨があったにもかか
わらず，仙台平野や石巻などの低平地沿岸農地は，1年
以上経過した現在においても復旧への取り組みが継続し
ている。

よって，農地の点検においては，津波来襲時の海水の
除塩のみならず，今回の津波被災で問題となった，排水
機場など大型の水利施設が大きく被災したことによる排
水不良や，地盤沈下，地下からの海水浸透など広域排水
問題や，圃区レベルの排水機能低下の影響を考慮する必
要がある。以下にこれらの影響を考慮した農地塩害対策
において考慮すべき事項を整理する。

ａ　塩害の指標
土壌の塩分濃度の指標には電気伝導度（以後ECW と

記す）を用いる。得られた試料は深さ毎に1：5水浸出
法7）に準拠し，EC（以下EC（1：5）と記す）の測定を
行うのが一般的である。EC（1：5）は飽和抽出液のEC（以
下ECeと記す）よりかなり低い値になることが知られて
いるため，EC（1：5）をECeに換算する際は，9.7×EC（1：
5）を用いる（Al-Busaidi et al. 2006）。土壌採取以外でも
塩水侵入を受けた農地の土壌電気伝導度を非接触の電磁
探査法を用い根圏域のECの水平分布を簡便かつ迅速に
マッピングする手法がある（UCIL，2012）。

塩害土壌の判定には塩害発生地において一般的に用い
られている以下の判定基準を用いる（UCIL，2012）。

・非塩類（ECe＜4dS/m）
・塩類（ECe>4ds/m）
なお，作物によって耐塩性は異なり，被災地の作物

はほとんどが水田であることから稲の生長限界ECeの
3.0dS/m付近が限界とみなせる（FAO，1992）。灌漑水に
関しては以下の判定基準を用いるとよい。

・非塩類　（ECw<0.75）　 

Fig.6　遠隔監視が望まれる海側のゲート
A tidal gate adjacent the sea requiring remote supervision

Fig.7　ゲートを対象としたPLC・SCADAシステムの構成例
An example configuration of a PLC-SCADA system for monitoring 
and controlling a sluice gate
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・中レベル（0.75＜ECw <3.0）
・高レベル（ECw >3.0）
灌漑水の場合は，蒸発により水位が低下した場合は濃

縮され濃度が上昇する傾向にある。
ｂ　小排水路，暗渠の排水機能
除塩を行うにあたり，除塩水の排水経路を確保するこ

とが必要である。Fig.8上部に震災後の排水位の状況と，
理想的な排水位の関係を示す。まず低平地における震災
後の排水位の状況はFig.9のように，排水機場の復旧の
遅れと，地下からの海水浸透の予防のために排水位と田
面水位がほぼ等しくなっている。除塩を促進するために
小排水路水位をFig.8上部の暗渠排水位の位置まで下げ
るには，排水機場を運転させ幹線排水路の水位を下げ，
自然排水機能を確保する必要がある。しかし沿岸部にお
いては，地下からの海水浸透を考慮し水田内や排水路水
位を上げ，地下淡塩境界深を下げている場合がある。 
Fig.9の事例も，地下からの塩水浸透の影響に配慮して，
水田湛水を行い排水強化を行っていない事例である。

これらの影響を考慮した対策としては，排水路水位を
暗渠排水以下にするために，幹線排水路へ残留塩分や浸
透による塩分を含めて圃場レベルで排水を行う。このと
きFig.8下部に示すように，小排水路からポンプで幹線

排水路へ排水し，幹線排水路水位や湛水水田水位を高く
保った上で排水機場を運転できれば海岸からの塩水侵入
を防ぎつつ，地区全体の排水を行うことが可能になる。
さらに幹線排水路から小排水路へ逆流しないように新た
に水位調整ゲートを設置する。この対策方法は干拓農地
において海水浸透による塩害防止のために設置される潮
遊池に相当するものである。

ｃ　除塩計画
除塩のための排水経路を確保した上で除塩計画を策定

する。残留塩分のリーチングによる除塩に必要な水量を
算定する。津波塩害において最も簡便で基本的な除塩水
量の計算式は以下のとおりである（UCIL，2012）。

D k D EC EClw S= × × 0 1/  （3）

 ここで，EC0: 津波浸水後の除塩すべき根圏域のECe
（dS/m），EC1：除塩の目標となるEC（dS/m），k：土壌
分類による定数，Dlw：除塩水量（mm），Ds：除塩対象
とする土層厚（mm），である。kの値は50mm，または
100mmの間断灌漑においては，すべての土性において0.1
となる。通常は除塩目標EC1 は4dS/mであるが，今回の
災害での被災地は水田が主であり，稲の生長限界ECeが
3.0dS/m付近である場合は，安全側を見て3dS/mとする
など適宜対応する。ここで（3）式の前提条件は，灌漑
水はすべて根圏域以深に下方浸透により排水され，地下
水は根圏域以下に設定され蒸発による上方への水移動は
考慮しないことである。また，50mmまたは100mmの間
断灌漑による下方浸透の継続が前提であり，自然降雨で
の除塩の場合は，水分は下方浸透だけでなく，蒸発によ
る上方への移動も考慮する必要があるので必要な除塩水
量は増える傾向にある。

Table 2に東日本大震災津波被害を受けた農地におけ
る，除塩水量の計算結果を示す。被災当初は200mmの
リーチング水量が必要であったが一年経過後に100mm
前後まで下がっているものの塩類土壌に類型される。こ
の地区は，排水が停滞し，海側からの海水浸透の影響に
より排水路の塩分濃度が上昇していることから，完全に
除塩するたには地区全体の排水機能の確保と抑制が除塩
には必要となる。

ｄ　津波浸水後の海水侵入
前述したように，被災した沿岸農地において，津波由

来の塩水は除塩されていても，深層の地下からの海水浸
透により地下水が高塩分濃度になることに配慮する必要

 
Fig.8　排水位の現状と対策案

Current situation （top） and proposed measures （below） for drainage 
of a paddy field

Fig.9　塩水浸透予防のために湛水している水田
A paddy field flooded to prevent the intrusion of salt water

Table 2　除塩水量の計算例
An example of the computation of water desalinization

調査日

海岸
からの
距離

（km）

ECe

（dS/m）
塩類
区分

地盤標
高（m）

除塩
水量

（mm）

2011.4 0.8 19.99 塩類 0以下 200

2012.7 0.8 9.77 塩類 0以下 98
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がある。森ら（2012）の亘理地区を対象とした地下水環
境の調査結果によると，海岸から約600m付近の地下塩
分濃度は明瞭に淡塩境界深さが確認され，震災前は深さ
6mだったが震災後に深さ4mとなっている。この2mの
塩水域の上昇の原因として，地盤沈下の影響に加え水田
灌漑がおこなわれていないことによる地下への淡水供給
量の減少が森ら（2012）により指摘されている。

この淡塩境界深さの結果を基に，佐藤ら（2002）の淡
塩境界深さの解析手法を適用し地区内の淡塩境界深さ分
布を推定することができる。この手法は，淡水と塩水の
密度境界面を形成して，非混合状態で流動しているとみ
なし，混合域の幅は薄いという前提を用いる。これによ
ると鉛直断面二次元の鉛直流速を考慮した淡塩境界面の
形状は次式で表せる。　

h q
k

qx
ks s

2
2

2 22
2

= +
ε ε  （4）

ここで，h：海水面からの深さ（m），q：淡水流量（m2/
s），kS：透水係数（m/s），ε：（ρs －ρf）/ρf，ρs：塩水の密
度（kg/m3），ρf：淡水の密度（kg/m3），x：海岸線からの
距離（m），である。（1）式において，kS は森ら（2012）
の8.2×10-3cm/sを用い，x=600で震災前のh=6mと震災
後のh=4mを代入する。ここでqは，次式で求める。

q k dh
dxs= − ε  （5）

ここで動水勾配に相当するdh/dxの値の推定が問題に
なるが，海岸線付近では動水勾配は一定とし，x=600m
付近の淡塩境界深さが測定値と合致するように動水勾配
を求めた。ここで海岸線における海水面の先端部分を
x=0とおいた。計算結果をFig.10に示す。hの深さは式（2）
より淡水流量qに大きく依存し，qが大きいほど境界深
さは深くなり，qが0になれば海水面と一致する。被災
前より湛水境界深さは浅くなっているが，内陸の1km程
度になると4m以深になり，営農には影響のない深さと
なっている。しかし海岸線100m付近では，1m付近まで
塩水領域がくるため，幹線水路の塩分濃度の上昇につな
がることが予想される。

Ｅ　海水侵入の監視手法
以上の結果を考慮した海水浸透の点検手法，対策手法

をFig.11に示す。海岸付近に地下水の塩分濃度のもにた
リングポイントを設けることで，式（3）等を利用する
ことで，海岸線から内陸までの淡塩境界深さをリアルタ
イムで点検することが可能になる。さらに淡塩境界深さ
が浅くなった場合は，水田の湛水を行うなど自動で制御
できれば，農地被害を未然に防ぐことが可能になる。

Ⅵ　結　言

東日本大震災津波による農業地域の被害状況，復旧復
興状況のこれまでの調査結果を踏まえて，L2津波の減
災に向けて，沿岸農地，排水系施設を含む沿岸部農業地
域の調査・点検上の留意点を提示した。 

本資料が被災地の一日も早い復旧，復興に役立てば幸
いである。今後はより具体的な点検手法について検討を
行う必要がある。 
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A Framework for the Investigation of Coastal Farmlands and Their Drainage Systems to 
Provide Countermeasures Against Level 2 Tsunami

NAKAYA Tetsuo, KIRI Hirohide and TANJI Hajime

Summary
With a view towards disaster mitigation in the event of future Level 2 tsunami events, we investigated the damage 

caused to and the restoration process of agricultural areas following the tsunami associated with the Great East Japan 
Earthquake of March 2011. We identified the overall contents and important points to be included in surveys and 
investigations before tsunamis occur and the measures to be applied after a tsunami disaster in agricultural areas. 
Three categories were investigated: broad scale disaster prevention measures, drainage facilities, and farmland. 
Separate inspection check lists were prepared for daily checks and for inspections in the aftermath of a tsunami. The 
objective of daily checks is to ensure preparedness for tsunami disaster, whereas the inspections following a tsunami 
are directed towards accelerating recovery and preventing secondary damage.

Keywords：�Level 2 tsunami, desalinization, agricultural rehabilitation, drainage facilities, sea wall, seawater 
intrusion


